
目
　
　
　
次�

告

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（
北
部
創
造
）

二

○
第
三
十
六
回
採
石
業
務
管
理
者
試
験

の
実
施

（
環
境
政
策
課
）

二

○
川
越
都
市
計
画
事
業
川
島
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
（
仮
称
）
北
側
地
区
土
地

区
画
整
理
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評

価
公
聴
会
の
開
催（

温
暖
化
対
策
課
）

二

○
公
害
防
止
主
任
者
資
格
認
定
講
習
の

実
施

（
水
環
境
課
）

三

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く

汚
染
区
域
の
指
定
（

〃

）

四

○
戸
田
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変

更

（
み
ど
り
自
然
課
）

五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
及
び

施
術
者
の
指
定

（
社
会
福
祉
課
）

五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関

及
び
指
定
施
術
者
の
変
更
の
届
出

（

〃

）

六

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関

の
廃
止
の
届
出

（

〃

）

六

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指

定

（
社
会
福
祉
課
）

七

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関

の
変
更
の
届
出

（

〃

）

九

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関

の
休
止
の
届
出

（

〃

）

一
〇

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関

の
廃
止
の
届
出

（

〃

）

一
〇

○
平
成
十
九
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試

験

（
保
健
医
療
政
策
課
）

一
一

○
埼
玉
県
立
大
学
情
報
シ
ス
テ
ム
機
器

賃
貸
借
に
関
す
る
入
札
公
告

（
県
立
大
学
）

一
一

○
埼
玉
県
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施

行
規
程

（
産
業
労
働
政
策
課
）

一
三

○
平
方
領
々
家
土
地
改
良
区
の
役
員
就

退
任
届

（
さ
い
た
ま
農
林
）

一
三

○
測
量
法
に
基
づ
く
公
共
測
量
の
実
施

（
用

地

課
）

一
四

○

〃

（

〃

）

一
四

○
測
量
法
に
基
づ
く
基
本
測
量
の
実
施

（

〃

）

一
五

○
測
量
法
に
基
づ
く
公
共
測
量
の
実
施

（

〃

）

一
五

○
測
量
法
に
基
づ
く
公
共
測
量
の
実
施

（
用

地

課
）

一
五

○
埼
玉
県
景
観
計
画
の
策
定

（
県
土
づ
く
り
企
画
室
）

一
五

○
埼
玉
県
景
観
条
例
に
基
づ
く
大
規
模

基
準
適
用
区
域
の
指
定

（

〃

）

一
五

○

〃
（

〃

）

一
六

○
川
越
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整

備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
変
更

の
案
の
縦
覧

（
都
市
計
画
課
）

一
六

○
川
越
都
市
計
画
区
域
区
分
の
変
更
の

案
の
縦
覧

（

〃

）

一
六

○
川
越
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
の

案
の
縦
覧

（

〃

）

一
六

○
埼
玉
県
収
納
代
理
金
融
機
関
に
つ
い

て
の
告
示
の
一
部
改
正

（
出
納
総
務
課
）

一
六

○
教
職
員
人
事
給
与
情
報
シ
ス
テ
ム
機

器
等
賃
貸
借
に
関
す
る
入
札
公
告

（
県
立
学
校
人
事
課
）

一
七

○
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

の
賃
貸
借
に
係
る
落
札
者
の
公
示

（
会

計

課
）

一
八

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
飯
能
県
土
）

一
八

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置

の
指
定

（
秩
父
県
土
）

一
九

○
県
道
利
根
川
自
転
車
道
線
の
区
域
の

決
定

（
熊
谷
県
土
）

一
九

○
自
転
車
専
用
道
路
等
の
指
定

（

〃

）

一
九

○
県
道
利
根
川
自
転
車
道
線
の
供
用
の

開
始

（
熊
谷
県
土
）

二
〇

○
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
告
示

（
駐
車
対
策
課
）

二
〇

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
政
治
団

体
の
設
立

（
選

管

委
）

二
一

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動

（

〃

）

二
二

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
政
治
団

体
の
解
散
届
出
及
び
収
支
報
告
書
の

要
旨

（

〃

）

二
三

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
資
金
管

理
団
体
の
指
定

（

〃

）

二
八

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
資
金
管

理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動

（

〃

）

二
八

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
資
金
管

理
団
体
の
指
定
の
取
消
し

（

〃

）

二
九

正

誤

○
埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
号
中
訂
正

（
社
会
福
祉
課
）

二
九

○
埼
玉
県
規
則
第
七
十
一
号
中
訂
正

（
農
業
支
援
課
）

二
九

埼玉県発行
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埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総
務
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
創

造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県

Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://w
w
w
.

saitam
aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
八
月
二
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
彩
の
国
生
活
支
援

セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

黒
澤

辰
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
深
谷
市
仲
町
二
番
二
十
五
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
誰
も
が
日
常
の
生
活
を
円

滑
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
質
の
高
い
住
民
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
福
祉

向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
五
号

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十

一
号
）
第
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
第
三
十
六
回
採
石
業
務
管
理
者
試
験
を

次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

試
験
期
日

平
成
十
九
年
十
月
十
二
日
（
金
）
午
前
十

時
か
ら
十
二
時
ま
で

二

試
験
場
所

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
岸
町
七
丁
目
五
番
十

四
号さ

い
た
ま
共
済
会
館
五
○
五
会
議
室

三

受
験
手
続

イ

受
験
願
書
の
入
手
方
法

埼
玉
県
環
境
部
環
境
政
策
課
、
各
環
境

管
理
事
務
所
並
び
に
各
地
域
創
造
セ
ン
タ

ー
及
び
同
支
所
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年

九
月
三
日
（
月
）
か
ら
配
布
す
る
。

ロ

申
込
方
法

受
験
願
書
等
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

簡
易
書
留
で
郵
送
す
る
こ
と
。

ハ

受
付
期
間

平
成
十
九
年
九
月
十
日
（
月
）
か
ら
九

月
二
十
五
日
（
火
）
ま
で
（
期
間
内
消
印

有
効
）

四

受
験
願
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
三
三
〇
―
九
三
〇
一

さ
い
た

ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

埼

玉
県
環
境
部
環
境
政
策
課

五

受
験
手
数
料

八
千
円
に
相
当
す
る
額
の
埼
玉
県
収
入
証

紙
を
受
験
願
書
に
は
り
付
け
て
納
付
す
る
こ

と
。

六

試
験
科
目

イ

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
法
令
事
項
（
環

境
保
全
関
係
法
令
事
項
を
含
む
。）

ロ

岩
石
の
採
掘
、
発
破
、
破
砕
選
別
、
汚

濁
水
の
処
理
、
脱
水
ケ
ー
キ
（
脱
水
処
理

に
伴
っ
て
生
ず
る
湿
状
の
岩
石
粉
）
の
処

理
、
廃
土
及
び
廃
石
の
た
い
積
並
び
に
採

掘
終
了
時
の
措
置
に
関
す
る
技
術
的
な
事

項

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
六
号

埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼

玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す

る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

件
名

川
越
都
市
計
画
事
業
川
島
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
（
仮
称
）
北
側
地
区
土
地
区
画
整
理
事

業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
公
聴
会

二

日
時
及
び
場
所

ア

平
成
十
九
年
九
月
二
十
二
日
（
土
）
午

前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

東
松
山
市
野
本

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

イ

平
成
十
九
年
九
月
二
十
二
日
（
土
）
午

後
二
時
か
ら
四
時
ま
で

坂
戸
市
立
勝
呂

公
民
館

ウ

平
成
十
九
年
九
月
二
十
三
日
（
日
）
午

前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

川
島
町
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

エ

平
成
十
九
年
九
月
二
十
三
日
（
日
）
午

後
二
時
か
ら
四
時
ま
で

川
越
市
北
部
地

域
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

三

事
業
者
及
び
都
市
計
画
決
定
権
者
の
名
称
、

代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
川
島
町
長

高
田
康
男

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
平
沼
一
一
七

五
四

意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
事
項

川
越
都
市
計
画
事
業
川
島
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
（
仮
称
）
北
側
地
区
土
地
区
画
整
理
事

業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
準
備
書
に
つ
い
て

の
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

－２－
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区

分

実

施

期

間

実

施

場

所

予
定
人
員

大
気
関
係

平
成
十
九
年
十
月
十
六

日
（
火
）
か
ら
同
月
十

八
日
（
木
）
ま
で

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高

砂
三
丁
目
十
二
番
二
十

四
号

埼
玉
教
育
会
館
二
〇
一

・
二
〇
二
会
議
室

八
〇
人

水
質
関
係

平
成
十
九
年
十
月
二
十

四
日
（
水
）
か
ら
同
月

二
十
六
日
（
金
）
ま
で

同
右

八
〇
人

騒
音
・
振
動
関
係

平
成
十
九
年
十
月
三
十

一
日
（
水
）
か
ら
十
一

月
二
日
（
金
）
ま
で

同
右

八
〇
人

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
関
係

平
成
十
九
年
十
月
十
六

日
（
火
）、
同
月
二
十
二

日
（
月
）
及
び
同
月
二

十
三
日
（
火
）

同
右

八
〇
人

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
七
号

埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。）
第
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
度
公
害
防
止
主
任
者
資
格
認
定
講
習

（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

講
習
の
区
分
、
実
施
期
間
、
実
施
場
所
及
び
予
定
人
員

二

講
習
の
区
分
、
科
目
及
び
合
計
時
間
数

三

受
講
資
格
等

イ

講
習
を
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
平
成

十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
百
号
）
第
九
十
七
条
第
一
項
の
表
の
中
欄
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

ロ

受
講
希
望
者
数
が
講
習
の
予
定
人
員
を
上
回
る
場
合
に
は
、
そ
の
所
属
す
る
工
場
又
は
事

業
場
に
お
け
る
公
害
防
止
主
任
者
及
び
そ
の
代
理
者
の
選
任
状
況
等
を
勘
案
し
、
受
講
者
を

決
定
す
る
。

四

提
出
書
類

イ

公
害
防
止
主
任
者
資
格
認
定
講
習
受
講
申
込
書

ロ

公
害
防
止
実
務
経
験
証
明
書

ハ

工
場
又
は
事
業
場
の
概
要
書

五

受
講
申
込
書
の
受
付
期
間
及
び
受
付
場
所
等

イ

受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

平
成
十
九
年
九
月
十
一
日
（
火
）
及
び
同
月
十
二
日
（
水
）
の
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午

後
四
時
三
十
分
ま
で

ロ

受
付
場
所

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

県
庁
第
二
庁
舎
三
階
三
〇
二
会
議
室

ハ

受
付
方
法

受
付
場
所
に
持
参
す
る
こ
と
。

六

受
講
申
込
書
の
請
求

埼
玉
県
環
境
部
水
環
境
課
、
同
青
空
再
生
課
、
埼
玉
県
各
環
境
管
理
事
務
所
又
は
各
市
町
村

環
境
担
当
課
に
請
求
す
る
こ
と
。

区

分

科

目

合
計
時
間
数

大
気
関
係

一

公
害
概
論

二

大
気
汚
染
関
係
法
規

三

燃
焼
・
ば
い
煙
防
止
技
術

四

除
じ
ん
・
集
じ
ん
技
術

五

測
定
技
術

二
〇

水
質
関
係

一

公
害
概
論

二

水
質
汚
濁
関
係
法
規

二
〇

三

汚
水
等
処
理
技
術
一
般

四

測
定
技
術

騒
音
・
振
動
関
係

一

公
害
概
論

二

騒
音
及
び
振
動
関
係
法
規

三

音
及
び
振
動
の
性
質

四

騒
音
及
び
振
動
の
防
止
技
術

五

測
定
技
術

二
〇

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

関
係

一

公
害
概
論

二

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
関
係
法
規

三

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
排
出
防
止
技
術

四

測
定
技
術

二
〇

－３－
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埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
和
光
市
白
子
四
丁
目
五
四
三
二
番
の
一
部
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
名
称

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン

－４－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
九
号

戸
田
市
か
ら
戸
田
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区

の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た

の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当

該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機

関
又
は
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
す
る
施
術
者
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
医
療
機
関

名

称

開

設

者

名

所

在

地

指

定

年

月

日

お

の

だ

内

科

ク

リ

ニ

ッ

ク

小

野

田

一

敏

川
口
市
金
山
町
一
―
四

平
成
十
九
年

七
月

一
日

よ

し

は

ら

整

形

外

科

吉

原

秀

樹

本
庄
市
児
玉
町
長
沖
二
六
五
―
一

平
成
十
九
年

七
月

十
八
日

西

村

ハ

ー

ト

ク

リ

ニ

ッ

ク

西

村

名

美

上
尾
市
柏
座
三
―
一
―
四
八

パ
ー
ク
上
尾
壱
番
館
三
〇
三

平
成
十
九
年

七
月

一
日

医
療
法
人
一
心
会

上
尾
中
央
腎
ク
リ
ニ
ッ
ク

医

療

法

人

一

心

会

上
尾
市
原
新
町
五
―
一
〇

平
成
十
九
年

七
月

一
日

相

良

醫

院

相

良

哲

郎

越
谷
市
瓦
曽
根
一
―
二
〇
―
三
五

平
成
十
九
年

八
月

三
日

と

だ

眼

科

箕

田

健

生

戸
田
市
中
町
一
―
一
五
―
四
七

平
成
十
九
年

七
月

二
日

新

座

眼

科

西

山

毅

新
座
市
東
北
二
―
三
一
―
一
五
太
田
ビ
ル
五
Ｆ

平
成
十
九
年

七
月

一
日

医
療
法
人
悠
生
会

福
井
歯
科
医
院

医

療

法

人

悠

生

会

秩
父
市
東
町
二
一
―
一
五

平
成
十
九
年

六
月

一
日

野

本

歯

科

医

院

野

本

恵

子

春
日
部
市
上
蛭
田
一
三
二
―
四

昭
和
ビ
ル
第
二

平
成
十
九
年

七
月
三
十
一
日

く

に

歯

科

医

院

青

木

邦

和

草
加
市
草
加
四
―
三
―
七
ラ
イ
フ
コ
ア
松
原
一
Ｆ

平
成
十
九
年

六
月

一
日

清

水

歯

科

医

院

清

水

英

世

入
間
郡
三
芳
町
藤
久
保
八
四
九
―
二
一

平
成
十
九
年

七
月

六
日

医
療
法
人
社
団
洋
仁
会

コ
コ
ネ
歯
科
医
院

医

療

法

人

社

団

洋

仁

会

ふ
じ
み
野
市
霞
ケ
丘
一
―
二
―
二
七
―
二
〇
四

平
成
十
九
年

六
月

一
日

株
式
会
社
ス
ギ
薬
局
上
青
木
店

株

式

会

社

ス

ギ

薬

局

川
口
市
上
青
木
西
一
―
一
九
―
九

平
成
十
九
年

七
月

三
十
日

誠

美

堂

薬

局

誠

公

堂

薬

局

有

限

会

社

川
口
市
戸
塚
東
二
―
三
―
二
六

平
成
十
九
年

七
月

十
二
日

パ

ル

シ

ィ

ー

調

剤

薬

局

株

式

会

社

パ

ル

シ

ィ

ー

行
田
市
下
忍
一
〇
九
六
―
三

平
成
十
九
年

七
月

二
日

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
本
庄
西
五
十
子
店

ウ
エ
ル
シ
ア
関
東
株
式
会
社

本
庄
市
西
五
十
子
五
八

平
成
十
九
年

七
月
二
十
四
日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
み
や
び

有
限
会
社
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
み
や
び

桶
川
市
下
日
出
谷
西
三
―
一
三
―
一
七

平
成
十
九
年

八
月

一
日

－５－
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二

指
定
施
術
者

氏

名

住

所

施

術

所

指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

井

上

正

男

と
き
わ
木
整
骨
院

川
口
市
安
行
慈
林
八
〇
三
―
五

平
成
十
九
年

七
月

三
十
日

井

上

明

美

と
き
わ
木
整
骨
院

川
口
市
安
行
慈
林
八
〇
三
―
五

平
成
十
九
年

七
月

三
十
日

計

良

正

巳

け

ら

整

骨

院

東
京
都
足
立
区
竹
の
塚
五
―
一
九
―
二
小
師
ビ
ル
一
階

平
成
十
九
年

七
月
三
十
一
日

飯

塚

唯

哲

唯

接

骨

院

さ
い
た
ま
市
北
区
盆
栽
町
七
三
―
二

平
成
十
九
年

七
月

三
日

松

村

豊

ま
つ
む
ら
理
学
接
骨
院

上
尾
市
本
町
三
―
一
一
―
二
一
奥
隅
本
町
ビ
ル
一
Ｆ

平
成
十
九
年

七
月

十
三
日

小

林

正

信

小

林

整

骨

院

草
加
市
氷
川
町
五
九
〇
―
二

平
成
十
九
年

八
月

六
日

門

井

秀

樹

門

井

整

骨

院

志
木
市
上
宗
岡
二
―
一
七
―
二
九
―
一
〇
一

平
成
十
九
年

六
月
二
十
五
日

朝

倉

克

己

あ
さ
く
ら
接
骨
院

富
士
見
市
鶴
瀬
西
二
―
五
―
四
依
田
ビ
ル
一
Ｆ

平
成
十
九
年

七
月
二
十
四
日

田

中

洋

平

た
か
の
接
骨
院

三
郷
市
鷹
野
五
―
一
五
五
―
六

平
成
十
九
年

六
月

一
日

吉

永

雄

大

た
か
の
接
骨
院

三
郷
市
鷹
野
五
―
一
五
五
―
六

平
成
十
九
年

六
月

一
日

伊

藤

篤

た
か
の
接
骨
院

三
郷
市
鷹
野
五
―
一
五
五
―
六

平
成
十
九
年

六
月

一
日

佐
々
木

仁
司

は
づ
き
わ
ら
び
接
骨
院

蕨
市
北
町
五
―
八
―
一

平
成
十
九
年

七
月

十
二
日

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
及
び
指
定
施
術
者
か
ら
、
次
の

と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
医
療
機
関

名

称

変
更
事
項

変

更

前

変

更

後

は
ん
だ
整
形
外
科

所

在

地

鶴
ヶ
島
市
中
新
田
四
〇
三

―
一

鶴
ヶ
島
市
新
町
一
―
七
―

一
三

さ

く

ら

薬

局

久

喜

栗

原

店

名

称

リ
ー
ヴ
薬
局

久
喜
店

さ
く
ら
薬
局

久
喜
栗
原

店

二

指
定
施
術
者

氏

名

変
更
事
項

変

更

前

変

更

後

早

川

智

久

所

在

地

東
京
都
練
馬
区
田
柄
四
―

三
九
―
一

川
越
市
岸
町
二
―
四
―
二

―
一
〇
二

名

称

田
柄
エ
ム
ズ
鍼
灸
接
骨
院

恵
久
寿
鍼
灸
整
骨
院

山

本

庄

吉

名

称

山
本
整
骨
院

と
き
わ
木
整
骨
院

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届

出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

－６－
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埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

新

座

眼

科

新
座
市
東
北
二
―
三
一
―
一
五
太
田

ビ
ル
五
Ｆ

平
成
十
九
年

七
月

一
日

野
本
歯
科
医
院

春
日
部
市
上
蛭
田
一
三
二
―
四

平
成
十
九
年

六
月

三
十
日

と

だ

眼

科

戸
田
市
下
前
一
―
一
―
一
〇

ア
ヴ

ェ
ニ
ー
ル
戸
田
Ｂ
―
一
〇
一

平
成
十
九
年

七
月

二
日

コ
コ
ネ
歯
科
医
院

ふ
じ
み
野
市
霞
ケ
丘
一
―
二
―
二
七

―
二
〇
四

平
成
十
九
年

五
月
三
十
一
日

メ
デ
ィ
ス
ン
シ
ョ
ッ
プ

上

里

薬

局

児
玉
郡
上
里
町
金
久
保
七
五
九
―
一

平
成
十
九
年

六
月

三
十
日

小

野

田

医

院

川
口
市
金
山
町
一
―
四

平
成
十
九
年

六
月

三
十
日

清
水
歯
科
医
院

入
間
郡
三
芳
町
北
永
井
七
七
八
―
一

一

平
成
十
七
年

一
月
三
十
一
日

福
井
歯
科
医
院

秩
父
市
東
町
二
一
―
一
五

平
成
十
九
年

五
月
三
十
一
日

平

野

眼

科

富
士
見
市
鶴
馬
二
六
〇
九

関
根
ビ

ル
二
階

平
成
十
九
年

五
月

一
日

医
療
法
人
一
清
会

大

沢

診

療

所

越
谷
市
大
沢
四
―
一
二
―
一
一

平
成
十
九
年

六
月
二
十
七
日

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

所

在

地

開

設

者

名

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指

定

年

月

日

井

上

整

形

外

科

川

口

市

並

木

二

―

七

―

一

井

上

道

夫

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

平
成
十
九
年

六
月

一
日

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

医
療
法
人
社
団
二
柚
会

大
友
外
科
整
形
外
科

北

本

市

本

町

六

―

二

八

四

医

療

法

人

社

団

二

柚

会

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
九
年

六
月

一
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

幸
手
ひ
が
し
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

幸

手

市

東

四

―

八

―

二

岡

野

敦

子

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
九
年

七
月

一
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

の

ぞ

み

美

里

薬

局

児
玉
郡
美
里
町
甘
粕
五
四
七
―
二

株

式

会

社

の

ぞ

み

調

剤

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
九
年

七
月
三
十
一
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

の

ぞ

み

本

庄

薬

局

本

庄

市

下

野

堂

二

六

一

株

式

会

社

の

ぞ

み

調

剤

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
九
年

七
月
二
十
七
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

の

ぞ

み

元

気

薬

局

本

庄

市

本

庄

一

―

九

―

三

株

式

会

社

の

ぞ

み

調

剤

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
九
年

八
月

二
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

み
ゅ
う

川
口
市
北
原
台
二
―
八
―
一
（
有
）
角
屋
酒
店
別
館
二
Ｆ

特
定
非
営
利
活
動
法
人

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
陽
だ
ま
り

介
護
予
防
訪
問
介
護

平
成
十
九
年

七
月

二
十
日

ふ

く

し

あ

春
日
部
市
新
宿
新
田
二
二
八
―
八
四

株
式
会
社
セ
ブ
ン
・
ス
マ
イ
ル

訪
問
介
護

平
成
十
九
年

八
月

一
日

－７－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



居
宅
介
護
支
援

介
護
予
防
訪
問
介
護

居

宅

介

護

支

援

そ

れ

い

ゆ

春

日

部

市

下

蛭

田

二

六

三

株

式

会

社

ゆ

り

は

居
宅
介
護
支
援

平
成
十
九
年

八
月

一
日

訪

問

介

護

そ

れ

い

ゆ

春

日

部

市

下

蛭

田

二

六

三

株

式

会

社

ゆ

り

は

訪
問
介
護

平
成
十
九
年

八
月

一
日

介
護
予
防
訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

寿

越
谷
市
千
間
台
東
二
―
三
六
六
―
六

株

式

会

社

Ｃ

Ｕ

Ｒ

Ｅ

居
宅
介
護
支
援

平
成
十
九
年

八
月

一
日

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
コ
ス
モ

久
喜
市
本
町
三
―
八
―
一
四

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
コ
ス
モ
株
式
会
社

訪
問
介
護

平
成
十
九
年

七
月

一
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
黄
色
い
ハ
ン
カ
チ

久
喜
市
上
早
見
五
一
四
―
二

有
限
会
社
黄
色
い
ハ
ン
カ
チ

通
所
介
護

平
成
十
九
年

八
月

六
日

介
護
予
防
通
所
介
護

杉
戸
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
そ
よ
風

北
�
飾
郡
杉
戸
町
下
高
野
二
八
二
八
―
一

株
式
会
社
メ
デ
カ
ジ
ャ
パ
ン

通
所
介
護

平
成
十
九
年

八
月

七
日

居
宅
介
護
支
援

介
護
予
防
通
所
介
護

グ

ル

ー

プ

ホ

ー

ム

川

柳

草
加
市
青
柳
八
―
二
九
―
一
二

社
会
福
祉
法
人

草
加
こ
だ
ま
会

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
十
九
年

八
月

三
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

埼
玉
ラ
イ
フ
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

戸
田
営
業
所

戸
田
市
上
戸
田
四
―
七
―
六

埼
玉
ラ
イ
フ
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

居
宅
介
護
支
援

平
成
十
九
年

七
月

九
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
く
つ
ろ
ぎ
の
家

戸
田
市
美
女
木
一
―
二
九
―
四
四

株
式
会
社
シ
ル
バ
ー
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

通
所
介
護

平
成
十
九
年

六
月

一
日

介
護
予
防
通
所
介
護

埼
玉
ラ
イ
フ
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

福
祉
用
具
貸
与
事
業
所

朝
霞
市
本
町
二
―
四
―
二
五
Ｔ
―
Ｂ
Ｌ
Ｄ
朝
霞

株
式
会
社

埼
玉
ラ
イ
フ
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

平
成
十
九
年

三
月

一
日

特
定
福
祉
用
具
販
売

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

株
式
会
社
グ
リ
ー
ン
メ
デ
ィ
カ
ル

入
間
郡
三
芳
町
竹
間
沢
二
九
四
―
二

株
式
会
社
グ
リ
ー
ン
メ
デ
ィ
カ
ル

特
定
福
祉
用
具
販
売

平
成
十
九
年

七
月
二
十
七
日

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
新
所
沢
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

所
沢
市
泉
町
一
八
五
五
―
一
四
パ
ー
ル
ハ
イ
ツ
一
〇
二
号

株

式

会

社

コ

ム

ス

ン

居
宅
介
護
支
援

平
成
十
九
年

六
月

一
日

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

サ
ン
ヴ
ァ
リ
ュ
ー
や
す
ら
ぎ

所

沢

市

南

永

井

二

―

七

株
式
会
社
エ
ヌ
総
合
企
画

短
期
入
所
生
活
介
護

平
成
十
九
年

七
月

五
日

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

社
会
福
祉
法
人
狭
山
市
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
「
狭
山
さ
さ
え
あ
い
」

狭
山
市
富
士
見
一
―
一
―
一
一
乳
幼
児
情
報
セ
ン
タ
ー
内

社
会
福
祉
法
人
狭
山
市
社
会
福
祉
協
議
会

居
宅
介
護
支
援

平
成
十
九
年

四
月

一
日

優

愛

介

護

狭

山

狭
山
市
富
士
見
二
―
二
二
―
三
二
サ
ン
ヴ
ェ
ー
ル
富
士
見
二
〇
一

株

式

会

社

メ

ル

フ

ィ

ス

訪
問
介
護

平
成
十
九
年

七
月

一
日

介
護
予
防
訪
問
介
護

ゼ
ロ
ケ
ア
東
み
ず
ほ
台
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

富
士
見
市
東
み
ず
ほ
台
三
―
一
―
二
三
Ｊ
Ｃ
ビ
ル
一
階

株
式
会
社

ダ
ス
キ
ン
ゼ
ロ
ケ
ア

介
護
予
防
訪
問
介
護

平
成
十
九
年

一
月

一
日

ケ
ア
セ
ン
タ
ー
あ
か
ね
上
武
営
業
所

熊

谷

市

拾

六

間

一

〇

〇

四

群
馬
セ
キ
ス
イ
ハ
イ
ム
株
式
会
社

福
祉
用
具
貸
与

平
成
十
九
年

八
月

一
日

－８－
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介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

あ

り

の

実

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

児
玉
郡
神
川
町
元
阿
保
三
六
〇
―
一

フ

リ

ー

ジ

ア

株

式

会

社

通
所
介
護

平
成
十
九
年

八
月

一
日

介
護
予
防
通
所
介
護

グ

ル

ー

プ

ホ

ー

ム

里

の

家

熊

谷

市

中

恩

田

五

一

八

有

限

会

社

武

田

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
十
九
年

七
月
二
十
四
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
菜
々
の
郷

新
座
市
馬
場
一
―
二
―
三
五

社
会
福
祉
法
人
新
座
福
祉
会

居
宅
介
護
支
援

平
成
十
九
年

八
月

一
日

あ

す

な

ろ

ホ

ー

ム

幸

手

幸
手
市
南
三
―
二
三
―
三
〇

株
式
会
社
あ
す
な
ろ
ホ
ー
ム

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
十
九
年

八
月

一
日

し

ら

ゆ

り

ケ

ア

セ

ン

タ

ー

幸

手

市

中

一

―

一

―

四

〇

株
式
会
社
桜
花
サ
ー
ビ
ス

訪
問
介
護

平
成
十
九
年

八
月

一
日

介
護
予
防
訪
問
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ひ
ま
わ
り

川
口
市
源
左
衛
門
新
田
二
七
八
―
二

株
式
会
社
ウ
ェ
ル
ハ
ウ
ス

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
十
九
年

七
月

一
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

杉
戸
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
そ
よ
風

北
�
飾
郡
杉
戸
町
下
高
野
二
八
二
八
―
一

株
式
会
社
メ
デ
カ
ジ
ャ
パ
ン

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

平
成
十
九
年

八
月

七
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含
む
。）
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

変
更
事
項

変

更

前

変

更

後

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

け

あ

ビ

ジ

ョ

ン

熊

谷

名

称

株
式
会
社
ビ
ジ
ュ
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ン
介
護
福
祉
セ
ン
タ
ー
す
ず
ら
ん
熊
谷

け
あ
ビ
ジ
ョ
ン
熊
谷

訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援

介
護
予
防
訪
問
介
護

熊
谷
西
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
〜
中
条
編
〜

名

称

熊
谷
西
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
〜
肥
塚
編
〜

熊
谷
西
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
〜
中
条
編
〜

通
所
介
護

所
在
地

熊
谷
市
肥
塚
一
四
一
六
―
三

熊
谷
市
上
中
条
八
四
三
―
一

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

み
ゅ
う

所
在
地

川
口
市
西
立
野
一
一
一
四
―
三

川
口
市
北
原
台
二
―
八
―
一
（
有
）
角
屋
酒
店
別
館
二
Ｆ

訪
問
介
護

な
で
し
こ
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

所
在
地

熊
谷
市
美
土
里
町
二
―
七
八
横
山
事
務
所
二
階
西

深
谷
市
岡
三
三
二
二
―
一

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

狭
山
市
入
間
川
・
入
間
川
東
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

所
在
地

狭
山
市
入
間
川
四
―
一
五
―
二
〇

狭
山
市
入
間
川
四
―
一
〇
―
一
五

介
護
予
防
支
援

－９－
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埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含
む
。）
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

所

在

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃

止

年

月

日

医
療
法
人

一
清
会

大
沢
診
療
所

越
谷
市
大
沢
四
―
一
二
―
一
一

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
九
年

六
月
二
十
七
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

福

井

歯

科

医

院

秩
父
市
東
町
二
一
―
一
五

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
九
年

五
月
三
十
一
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

フ
ァ
ミ
リ
ー
ケ
ア
い
き
い
き
早
稲
田

三
郷
市
早
稲
田
二
―
二
―
一
レ
ミ
ネ
早
稲
田
一
〇
二

訪
問
介
護

平
成
十
九
年

五
月
三
十
一
日

介
護
予
防
訪
問
介
護

家

族

倶

楽

部

狭
山
市
東
三
ツ
木
二
二
二
―
一

訪
問
介
護

平
成
十
九
年

七
月

一
日

居
宅
介
護
支
援

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ケ
ア
・
リ
ン
ク
狭
山

狭
山
市
富
士
見
二
―
二
二
―
三
二
サ
ン
ヴ
ェ
ー
ル
富
士
見
二
〇
一

訪
問
介
護

平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日

介
護
予
防
訪
問
介
護

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含
む
。）
か
ら
、
次
の
と
お
り
休
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

所

在

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

休

止

年

月

日

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
い
ろ
り
の
友

児
玉
郡
神
川
町
八
日
市
七
三
九
―
二

居
宅
介
護
支
援

平
成
十
九
年

八
月

一
日

株
式
会
社
福
祉
の
街

新
座
営
業
所

新
座
市
野
火
止
四
―
九
―
一
〇

特
定
福
祉
用
具
販
売

平
成
十
九
年

八
月

一
日

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

福
祉
用
具
貸
与

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ケ
ア
・
リ
ン
ク

所
沢
市
緑
町
二
―
一
四
―
一
Ｙ
Ｋ
Ｓ
新
所
沢
ビ
ル
二
〇
六
号
室

介
護
予
防
訪
問
介
護

平
成
十
九
年

七
月

一
日

訪
問
介
護

ウ
イ
ズ
ネ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
川
口

川
口
市
西
青
木
一
―
一
一
―
九

介
護
予
防
訪
問
介
護

平
成
十
九
年

八
月

一
日

訪
問
介
護

－１０－
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お
ひ
さ
ま
介
護
サ
ー
ビ
ス

入
間

入
間
市
豊
岡
一
―
二
―
二
一
山
路
ビ
ル
四
階

訪
問
介
護

平
成
十
九
年

五
月
三
十
一
日

居
宅
介
護
支
援

介
護
予
防
訪
問
介
護

大

友

外

科

整

形

外

科

北
本
市
本
町
六
―
二
八
四

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
九
年

五
月
三
十
一
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
七
号

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
八

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
次
の
と
お
り
行
う
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

試
験
期
日
及
び
試
験
場
所

試

験

期

日

試

験

場

所

平
成
十
九
年

十
月
二
十
八
日
（
日
）

草
加
市
学
園
町
一
丁
目
一
番
地

獨
協
大
学

二

試
験
科
目

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）
第
七
条
第
二
項
及

び
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項

三

試
験
区
分

法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
試
験

四

受
験
手
続

イ

提
出
書
類

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
四
号
）
第
九
条
に

掲
げ
る
受
験
願
書
及
び
書
類

ロ

試
験
手
数
料

一
万
千
円
を
埼
玉
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

ハ

受
験
願
書
の
提
出
期
間
及
び
場
所

平
成
十
九
年
九
月
二
十
七
日
（
木
）
及
び
二
十
八
日
（
金
）

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
五
番
一
号

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー
中
会
議
室

五

合
格
発
表

平
成
十
九
年
十
二
月
三
日
（
月
）
及
び
十
二
月
四
日
（
火
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

埼
玉
県
庁
本
庁
舎
一
階
南
側
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
前

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
八
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
調
達
内
容

�
購
入
等
件
名
及
び
数
量

埼
玉
県
立
大
学
情
報
シ
ス
テ
ム
機
器
賃
貸
借
一
式

�
調
達
案
件
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

�
履
行
期
間

平
成
１９
年
１１
月
１
日
（
木
）
か
ら
平
成
２５
年
２
月
２８
日
（
木
）
ま
で

た
だ
し
、
平
成
２０
年
度
以
降
に
お
い
て
、
埼
玉
県
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
契
約
の
金
額

に
つ
い
て
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
、
当
該
契
約
は
解
除
す
る
。

�
履
行
場
所

埼
玉
県
立
大
学

－１１－
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�
入
札
方
法

落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
５
パ
ー
セ

ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札

者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を

問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
１０５
分
の
１００
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る

こ
と
。

２
競
争
入
札
参
加
資
格

�
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２
年
政
令
第
１６
号
）
第
１６７
条
の
４
の
規
定
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

�
物
品
買
入
れ
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資

格
等
に
関
す
る
公
示
（
平
成
１８
年
埼
玉
県
告
示
第
１５４３

号
）
に
基
づ
き
、
「
物
品
の
賃
貸
」

の
A
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

�
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
（
平
成
８
年
６
月
１３
日
付
け
出

物
第
１８０
号
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
期
間
中
で
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

�
本
件
業
務
に
つ
い
て
、
仕
様
書
の
要
求
す
る
事
項
を
確
実
に
履
行
で
き
る
こ
と
を
証
明
し

た
者
で
あ
る
こ
と
（
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。）。

３
入
札
書
の
提
出
場
所
等

�
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所

並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

〒
３４３

―８５４０
埼
玉
県
越
谷
市
三
野
宮
８２０
番
地
埼
玉
県
立
大
学
情
報
・
施
設
管
理
担

当
岡
田
甲
一
、
星
野
太
朗
電
話
０４８

―９７３
―４３０８

（
直
通
）

�
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法
等

下
記
�
の
入
札
説
明
会
又
は
下
記
�
イ
の
日
時
以
後
、
平
成
１９
年
９
月
２７
日
（
木
）
ま
で

上
記
�
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

�
入
札
説
明
会
の
場
所
及
び
日
時

ア
場
所
埼
玉
県
立
大
学
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
棟
１０２
会
議
室

イ
日
時
平
成
１９
年
９
月
７
日
（
金
）
午
前
１０
時

�
入
札
・
開
札
の
場
所
及
び
日
時

ア
場
所

埼
玉
県
立
大
学
会
議
室
２

イ
日
時
平
成
１９
年
１０
月
２２
日
（
月
）
午
前
１０
時

�
郵
便
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
あ
て
先
、
受
領
期
限
及
び
提
出
方
法

ア
あ
て
先

〒
３４３

―８５４０
埼
玉
県
越
谷
市
三
野
宮
８２０
番
地
埼
玉
県
立
大
学
情
報
・
施
設
管
理

担
当

イ
受
領
期
限

平
成
１９
年
１０
月
１９
日
（
金
）
午
後
５
時
（
必
着
）

ウ
提
出
方
法

書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

４
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

ア
入
札
保
証
金

入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
に
入
札
保
証
金
の
率
（
１００
分
の
５
以
上
）
を
乗

じ
た
額
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
３９
年
埼
玉
県
規

則
第
１８
号
。
以
下
「
財
務
規
則
」
と
い
う
。）
第
９３
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合

は
、
免
除
す
る
。

イ
契
約
保
証
金

契
約
の
相
手
方
は
、
契
約
金
額
に
契
約
保
証
金
の
率
（
１００
分
の
１０
以
上
）
を
乗
じ
た

額
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
規
則
第
８１
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る

場
合
は
、
免
除
す
る
。

�
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

ア
こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
示
し
た
必
要
な
書
類

を
平
成
１９
年
９
月
２７
日
（
木
）
ま
で
に
３
�
の
場
所
に
提
出
し
、
競
争
入
札
参
加
資
格
の

確
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
入
札
事
務
の
担
当
者
か
ら
、
提
出
し
た
書
類
に

関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
入
札
者
は
、
上
記
３
「
入
札
書
の
提
出
場
所
等
」
に
従
い
、
入
札
書
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

�
入
札
の
無
効

－１２－
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次
に
掲
げ
る
入
札
書
は
、
無
効
と
す
る
。

ア
こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
提
出
し
た
入
札
書

イ
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
提
出
し
た
入
札
書

ウ
財
務
規
則
第
９７
条
又
は
埼
玉
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め

る
規
則
（
平
成
７
年
埼
玉
県
規
則
第
１０６
号
）
第
９
条
の
規
定
に
該
当
す
る
入
札
書

�
契
約
書
の
作
成
の
要
否

要
�
落
札
者
の
決
定
方
法

財
務
規
則
第
９４
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低

の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
も
の
を
落
札
者
と
す
る
。

�
手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無

無
�
競
争
入
札
参
加
資
格
の
付
与

２
�
で
定
め
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
も
の
は
、
本
県
所
定

の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
た
上
、
必
要
な
書
類
を
添
付
し

て
、
埼
玉
県
出
納
局
物
品
管
理
課
登
録
担
当
（
電
話
０４８

―８３０
―５７７５

（
直
通
）
〒
３３０

―９３０１
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号
）
へ
提
出
す
る
こ
と
。

�
支
払
条
件

発
注
者
埼
玉
県
は
、
適
法
な
代
金
請
求
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
３０
日
以
内
に
当
該
代
金
を

受
注
者
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

�
そ
の
他
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

５
Sum
m
ary

�
N
ature

ofServices
Required

:
Lease

of
server

equipm
ent
for
use
w
ith
the
Saitam

a
Prefectural

U
niversity

Inform
ation

System
s.

�
D
eadline

forSubm
issions

:
B
y
registered

m
ail:
5
:00
pm
,O
ctober19,2007

In
person

:
10
:00
a.m
.,O
ctober22,2007

	
C
ontactInform

ation
:

Inform
ation

&
Facility

M
anagem

entG
roup

Saitam
a
PrefecturalU

niversity
Sannom

iya
820,K

oshigaya-shi,Saitam
a-ken

343 ―8540

Tel.048―973―4308

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
九
号

埼
玉
県
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行

規
程

知
事
の
所
管
に
属
す
る
中
小
企
業
等
協
同
組

合
（
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
八
十
一
号
。以
下「
法
」と
い
う
。）

第
三
条
に
規
定
す
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
を

い
う
。）に
係
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行

内

閣

府
、
財

務

規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通

省
、

省
、
令
第
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）第

省百
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
行
政
庁

が
定
め
る
金
額
に
つ
い
て
は
中
小
企
業
等
協
同

金

融

庁
、

組
合
法
施
行
規
程
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
、

経
済
産
業
省
、

財

務

省
、

農
林
水
産
省
、
告
示
第
一
号
。
以
下
「
規
程
」

国
土
交
通
省

と
い
う
。）第
五
条
及
び
第
六
条
を
、
規
則
第
百

十
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
行
政
庁
が
定
め
る

積
立
て
及
び
取
崩
し
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て

は
規
程
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
、
法
第
五

十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
行
政
庁
が
定
め
る
基

準
に
つ
い
て
は
規
程
第
十
条
を
、
規
則
第
百
二

十
三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す

る
行
政
庁
が
定
め
る
率
並
び
に
同
項
第
六
号
に

規
定
す
る
行
政
庁
が
定
め
る
も
の
の
額
に
つ
い

て
は
規
程
第
十
一
条
を
、
規
則
第
百
二
十
四
条

に
規
定
す
る
行
政
庁
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

計
算
し
た
額
に
つ
い
て
は
規
程
第
十
二
条
及
び

第
十
三
条
を
、
規
則
第
百
六
十
六
条
第
二
項
及

び
第
三
項
に
規
定
す
る
行
政
庁
が
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
つ
い
て
は
規
程
第

十
四
条
を
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

－１３－
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

平
方
領
々
家
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名

及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

就
任

職

名

氏

名

住

所

理

事

秋

山

幸

三

上
尾
市
大
字
平
方
領
々
家
三
二
〇

同

秋

山

忠

雄

同

同

三
二
五

同

秋

山

幸

雄

同

同

一
五
―
一

同

石

川

宇
重
治

同

同

六
〇
四

同

石

川

英

雄

同

上
野
七
四
一
―
三

同

市

原

昭

雄

同

平
方
領
々
家
一
四
二

同

大

室

武

美

同

今
泉
一
―
四
〇
―
一

同

小

川

英

一

同

平
方
領
々
家
六
二

同

小

川

紀

之

同

同

二
九
―
一

同

小

川

晴

久

同

同

六
六

同

小

川

正

博

同

同

一
五
一
―
二

同

齋

藤

重

雄

同

川
一
〇
八
―
一

同

佐

藤

喜

一

同

平
方
領
々
家
三
一
六

同

佐

藤

康

介

同

同

三
一
〇
―
三

同

新

木

敏

雄

同

同

一
八
八
―
一

同

鈴

木

二

郎

同

同

七
六

同

関

根

正

行

同

上
野
一
五
七

同

寺

山

榮

一

同

平
方
領
々
家
一
四
五

同

遠

藤

明

雄

同

同

四
八
八
―
一

監

事

新

木

辰

男

同

同

二
〇
七

同

鈴

木

芳

男

同

同

三
九
〇

二

退
任

職

名

氏

名

住

所

理

事

秋

山

幸

三

上
尾
市
大
字
平
方
領
々
家
三
二
〇

同

秋

山

忠

雄

同

同

三
二
五

同

秋

山

幸

雄

同

同

一
五
―
一

理

事

石

川

宇
重
治

上
尾
市
大
字
平
方
領
々
家
六
〇
四

同

石

川

英

雄

同

上
野
七
四
一
―
三

同

市

原

昭

雄

同

平
方
領
々
家
一
四
二

同

大

室

武

美

同

今
泉
一
―
四
〇
―
一

同

小

川

英

一

同

平
方
領
々
家
六
二

同

小

川

紀

之

同

同

二
九
―
一

同

小

川

晴

久

同

同

六
六

同

小

川

正

博

同

同

一
五
一
―
二

同

齋

藤

重

雄

同

川
一
〇
八
―
一

同

佐

藤

喜

一

同

平
方
領
々
家
三
一
六

同

佐

藤

康

介

同

同

三
一
〇
―
三

同

新

木

敏

雄

同

同

一
八
八
―
一

同

鈴

木

二

郎

同

同

七
六

同

関

根

正

行

同

上
野
一
五
七

同

寺

山

榮

一

同

平
方
領
々
家
一
四
五

同

矢

澤

茂

市

同

同

四
三
九

監

事

新

木

辰

男

同

同

二
〇
七

同

鈴

木

芳

男

同

同

三
九
〇

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
一
号

測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
上
尾
都
市
計
画

事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
者
埼

玉
県
代
表
者
埼
玉
県
知
事
上
田
清
司
か
ら
次
の

と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受

け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。平

成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

作
業
種
類

公
共
測
量
（
三
級
及
び
四
級
基
準
点
測

量
）

二

作
業
期
間

平
成
十
九
年
九
月
四
日
か
ら
平
成
十
九
年

十
二
月
十
四
日
ま
で

三

作
業
地
域

上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画

整
理
事
業
地
内
（
伊
奈
町
大
字
大
針
、
羽
貫
、

小
針
新
宿
及
び
小
針
内
宿
地
内
）

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
二
号

－１４－
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測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
川
越
市
長
舟
橋

功
一
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る

旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

作
業
種
類

公
共
測
量
（
一
級
及
び
二
級
基
準
点
測

量
）

二

作
業
期
間

平
成
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年

二
月
二
十
九
日
ま
で

三

作
業
地
域

川
越
市
全
域
（
Ｄ
Ｉ
Ｄ
地
区
を
除
く
）

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
三
号

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お

り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

作
業
種
別

基
本
測
量
（
高
密
度
メ
ッ
シ
ュ
標
高
デ
ー

タ
作
成
作
業
）

二

作
業
期
間

平
成
十
九
年
九
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
一

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

作
業
地
域

埼
玉
県
内
全
域

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
四
号

測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
国
土
交
通
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の

通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

作
業
種
類

公
共
測
量
（
土
地
活
用
促
進
調
査
）

二

作
業
期
間

平
成
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年

三
月
三
十
日
ま
で

三

作
業
地
域

東
松
山
市
内
の
一
部
地
域

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
五
号

測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
埼
玉
県
加
須
農

林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
海
北
晃
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

作
業
種
類

公
共
測
量
（
地
区
界
測
量

土
地
改
良
事

業
（
ほ
場
整
備
）
手
子
林
第
三
地
区
）

二

作
業
期
間

平
成
十
九
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十

九
年
十
一
月
二
十
二
日
ま
で

三

作
業
地
域

羽
生
市
大
字
中
手
子
林
地
内
他

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
六
号

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
景
観
計

画
を
定
め
た
の
で
、
そ
の
計
画
図
及
び
計
画
書

の
写
し
を
埼
玉
県
県
土
整
備
部
県
土
づ
く
り
企

画
室
及
び
各
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
七
号

埼
玉
県
景
観
条
例
（
平
成
元
年
埼
玉
県
条
例

第
四
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

同
項
に
規
定
す
る
大
規
模
基
準
適
用
区
域
（
以

下
「
大
規
模
基
準
適
用
区
域
」
と
い
う
。）
を

次
の
と
お
り
指
定
し
、
平
成
二
十
年
二
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
当
該
指
定
に
係
る
図
書
の
写
し
を
埼

玉
県
県
土
整
備
部
県
土
づ
く
り
企
画
室
、
埼
玉

県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
及
び
越
谷
市
都
市
整

備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

越
谷
市
の
区
域
の
う
ち
、
大
規
模
基
準
適
用

区
域
と
し
て
既
に
指
定
し
た
次
に
掲
げ
る
区
域

以
外
の
区
域

一

平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号

に
よ
り
、
大
規
模
基
準
適
用
区
域
と
し
て
指

定
し
た
次
の
区
域

イ

弥
生
町
、
瓦
曽
根
一
丁
目
及
び
越
ヶ
谷

一
丁
目
か
ら
越
ヶ
谷
四
丁
目
ま
で
の
各
一

部
の
区
域

ロ

東
越
谷
一
丁
目
、
東
越
谷
三
丁
目
、
東

越
谷
六
丁
目
か
ら
東
越
谷
十
丁
目
ま
で
及

び
大
字
増
林
字
城
ノ
上
の
各
一
部
の
区
域

二

平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
一
号
に
よ

り
、
大
規
模
基
準
適
用
区
域
と
し
て
指
定
し

た
次
の
区
域

イ

千
間
台
西
一
丁
目
、
千
間
台
西
二
丁
目

及
び
千
間
台
東
一
丁
目
（
指
定
時
は
、
千

間
台
東
町
）
の
各
一
部
の
区
域

ロ

北
越
谷
二
丁
目
、
北
越
谷
四
丁
目
、
北

越
谷
五
丁
目
及
び
大
沢
三
丁
目
の
各
一
部

の
区
域

ハ

南
越
谷
一
丁
目
及
び
南
越
谷
四
丁
目
の

各
一
部
の
区
域

ニ

蒲
生
茜
町
及
び
蒲
生
寿
町
の
各
一
部
の

区
域

三

平
成
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
一

号
に
よ
り
、
大
規
模
基
準
適
用
区
域
と
し
て

指
定
し
た
赤
山
本
町
（
指
定
時
は
、
赤
山
町

六
丁
目
）、
弥
生
町
、
越
ヶ
谷
一
丁
目
及
び

東
柳
田
町
の
各
一
部
の
区
域

四

平
成
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
六

－１５－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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号
に
よ
り
、
大
規
模
基
準
適
用
区
域
と
し
て

指
定
し
た
越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
特
定
土
地
区

画
整
理
事
業
四
百
五
十
街
区
か
ら
四
百
五
十

三
街
区
ま
で
、
四
百
五
十
九
街
区
、
七
百
四

街
区
、
Ｅ
Ｓ
一
街
区
及
び
Ｅ
Ｓ
二
街
区
並
び

に
西
大
袋
土
地
区
画
整
理
事
業
五
十
八
街
区
、

六
十
九
街
区
、
八
十
八
街
区
、
百
三
十
二
街

区
の
一
部
、
百
三
十
三
街
区
及
び
百
四
十
四

街
区
の
区
域

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
八
号

埼
玉
県
景
観
条
例
（
平
成
元
年
埼
玉
県
条
例

第
四
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

同
項
に
規
定
す
る
大
規
模
基
準
適
用
区
域
（
以

下
「
大
規
模
基
準
適
用
区
域
」
と
い
う
。）
を

次
の
と
お
り
指
定
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
当
該
指
定
に
係
る
図
書
の
写
し
を
埼

玉
県
県
土
整
備
部
県
土
づ
く
り
企
画
室
、
埼
玉

県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
及
び
新
座
市
都
市
計

画
部
建
築
指
導
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

新
座
市
の
区
域
の
う
ち
、
大
規
模
基
準
適
用

区
域
と
し
て
既
に
指
定
し
た
次
に
掲
げ
る
区
域

以
外
の
区
域

一

平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号

に
よ
り
、
大
規
模
基
準
適
用
区
域
と
し
て
指

定
し
た
東
北
一
丁
目
及
び
東
北
二
丁
目
の
各

一
部
の
区
域

二

平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
一
号
に
よ

り
、
大
規
模
基
準
適
用
区
域
と
し
て
指
定
し

た
次
の
区
域

イ

東
北
一
丁
目
及
び
東
北
二
丁
目
の
各
一

部
の
区
域

ロ

東
北
二
丁
目
の
一
部
の
区
域

三

平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
三

号
に
よ
り
、
大
規
模
基
準
適
用
区
域
と
し
て

指
定
し
た
野
火
止
五
丁
目
の
一
部
の
区
域

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市

計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

川
越
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、

開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

川
越
都
市
計
画
区
域
の
区
域

三

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉

県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
、
埼
玉
県
川
越

県
土
整
備
事
務
所
、
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備

事
務
所
、
川
島
町
都
市
整
備
課
、
川
越
市
都

市
計
画
部
都
市
計
画
課
、
日
高
市
都
市
整
備

部
都
市
計
画
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
十

九
年
九
月
十
四
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市

計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

川
越
都
市
計
画
区
域
区
分

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

イ

市
街
化
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域

比
企
郡
川
島
町
大
字
中
山
字
蛭
田
、
字

金
ヶ
谷
戸
、
字
上
新
井
、
字
六
地
蔵
、
字

追
出
し
及
び
字
諏
訪
下
の
各
一
部
並
び
に

大
字
上
伊
草
字
天
神
の
一
部

ロ

市
街
化
調
整
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の

区
域変

更
な
し

三

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉

県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
、
埼
玉
県
川
越

県
土
整
備
事
務
所
、
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備

事
務
所
、
川
島
町
都
市
整
備
課
、
川
越
市
都

市
計
画
部
都
市
計
画
課
、
日
高
市
都
市
整
備

部
都
市
計
画
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
十

九
年
九
月
十
四
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市

計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

川
越
都
市
計
画
用
途
地
域

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

比
企
郡
川
島
町
大
字
中
山
字
蛭
田
、
字
金

ヶ
谷
戸
、
字
上
新
井
、
字
六
地
蔵
、
字
追
出

し
及
び
字
諏
訪
下
の
各
一
部
並
び
に
大
字
上

伊
草
字
天
神
の
一
部

三

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉

県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
、
埼
玉
県
川
越

県
土
整
備
事
務
所
、
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備

事
務
所
、
川
島
町
都
市
整
備
課
、
川
越
市
都

市
計
画
部
都
市
計
画
課
、
日
高
市
都
市
整
備

部
都
市
計
画
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
十

九
年
九
月
十
四
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
二
号

昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
号

（
埼
玉
県
収
納
代
理
金
融
機
関
の
指
定
に
つ
い

－１６－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十

九
年
九
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

二
中
「
埼
玉
県
内
に
所
在
す
る
店
舗
」を「
国

内
に
所
在
す
る
店
舗
」
に
改
め
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
三
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
調
達
内
容

�
購
入
等
件
名
及
び
数
量

教
職
員
人
事
給
与
情
報
シ
ス
テ
ム
機
器
等
賃
貸
借
一
式

�
調
達
案
件
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

�
履
行
期
間

平
成
１９
年
１０
月
１
日
（
月
）
か
ら
平
成
２４
年
９
月
３０
日
（
日
）
ま
で

た
だ
し
、
平
成
２０
年
度
以
降
に
お
い
て
、
埼
玉
県
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
契
約
の
金
額

に
つ
い
て
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
、
当
該
契
約
は
解
除
す
る
。

�
履
行
場
所

埼
玉
県
教
育
局
県
立
学
校
部
県
立
学
校
人
事
課
が
指
定
す
る
場
所

�
入
札
方
法

本
件
入
札
は
、
「
埼
玉
県
電
子
入
札
共
同
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
同
シ
ス

テ
ム
の
利
用
者
登
録
を
し
て
い
な
い
業
者
に
つ
い
て
は
、
紙
媒
体
に
よ
る
入
札
書
の
郵
送
又

は
持
参
も
認
め
る
。
な
お
、
落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
入
力
又
は
記
載
さ
れ
た

金
額
に
当
該
金
額
の
５
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。）
を
も
っ
て

落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ

る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
１０５
分
の
１００
に
相
当
す
る
金

額
を
入
札
書
に
入
力
又
は
記
載
す
る
こ
と
。

２
競
争
入
札
参
加
資
格

�
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２
年
政
令
第
１６
号
）
第
１６７
条
の
４
の
規
定
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

�
物
品
買
入
れ
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資

格
等
に
関
す
る
公
示
（
平
成
１８
年
埼
玉
県
告
示
第
１５４３

号
）
に
基
づ
き
、
「
物
品
の
賃
貸
」

の
A
等
級
又
は
B
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

�
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
（
平
成
８
年
６
月
１３
日
付
け
出

物
第
１８０
号
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
期
間
中
で
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

�
本
件
業
務
に
つ
い
て
、
仕
様
書
の
要
求
す
る
事
項
を
確
実
に
履
行
で
き
る
こ
と
を
証
明
し

た
者
で
あ
る
こ
と
（
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。）。

３
入
札
書
の
提
出
場
所
等

�
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
入
手
方
法

ア
「
埼
玉
県
電
子
入
札
共
同
シ
ス
テ
ム
」
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
場
合

入
手
手
順
は
、
下
記
の
と
お
り

�
埼
玉
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
く
。

�
電
子
サ
ー
ビ
ス
窓
口
の
「
入
札
・
調
達
」
を
選
択
す
る
。

�
埼
玉
県
電
子
入
札
総
合
案
内
（
工
事
・
物
品
）
メ
ニ
ュ
ー
内
の
「
３
：
シ
ス
テ
ム
入

口
」
を
選
択
す
る
。

	
「
入
札
情
報
公
開
シ
ス
テ
ム
」
を
選
択
す
る
。



調
達
機
関
は
「
埼
玉
県
」
を
選
択
す
る
。

�
「
物
品
等
」
を
選
択
す
る
。

�
「
１
発
注
情
報
の
検
索
」
を
選
択
す
る
。


検
索
ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
。

�
本
入
札
案
件
を
選
択
す
る
。

イ
紙
媒
体
で
の
入
手
を
希
望
す
る
場
合

３
�
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
（
事
前
に
電
話
に
よ
り
連
絡
を
す
る
こ
と
。）。

�
紙
媒
体
の
入
札
書
を
郵
送
又
は
持
参
す
る
場
合
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先（
３
�
ア
の
場
合
を
含
む
。）

〒
３３０

―９３０１
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号
第
２
庁
舎
４
階
埼

玉
県
教
育
局
県
立
学
校
部
県
立
学
校
人
事
課
事
務
職
員
人
事
担
当
須
藤
、辻

電
話
０４８

―８３０
―６７３３

（
直
通
）
FAX

０４８
―８３０

―４９５８
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
a６７２０

―０１
＠
pref.

saitam
a.lg.jp

�
入
札
書
受
付
期
間

ア
「
埼
玉
県
電
子
入
札
共
同
シ
ス
テ
ム
」
を
利
用
す
る
場
合

競
争
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
得
た
日
か
ら
平
成
１９
年
９
月
１３
日
（
木
）
午
前
１０
時
ま

－１７－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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で
イ
紙
媒
体
の
入
札
書
を
郵
送
又
は
持
参
す
る
場
合

競
争
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
得
た
日
か
ら
平
成
１９
年
９
月
１２
日
（
水
）
午
後
５
時
ま

で
（
必
着
）

な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

�
開
札
の
場
所
及
び
日
時

埼
玉
県
教
育
局
県
立
学
校
部
県
立
学
校
人
事
課
平
成
１９
年
９
月
１３
日
（
木
）
午
前
１１
時

４
そ
の
他

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

ア
入
札
保
証
金

入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金
額
に
入
札
保
証
金
の
率
（
１００
分
の
５
以
上
）
を
乗
じ
た

額
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
３９
年
埼
玉
県
規
則
第

１８
号
。
以
下
「
財
務
規
則
」
と
い
う
。）
第
９３
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
は
、

免
除
す
る
。

イ
契
約
保
証
金

契
約
の
相
手
方
は
、
契
約
金
額
に
契
約
保
証
金
の
率
（
１００
分
の
１０
以
上
）
を
乗
じ
た

額
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
規
則
第
８１
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る

場
合
は
、
免
除
す
る
。

�
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書

及
び
機
能
証
明
書
を
下
記
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
平
成
１９
年
９
月
７
日
（
金
）
午
後
５
時
ま

で
に
提
出
し
、
競
争
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
入
札
事
務

の
担
当
者
か
ら
、
提
出
し
た
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
「
埼
玉
県
電
子
入
札
共
同
シ
ス
テ
ム
」
を
利
用
す
る
場
合

同
シ
ス
テ
ム
か
ら
確
認
申
請
す
る
。

イ
紙
媒
体
の
入
札
書
を
郵
送
又
は
持
参
す
る
場
合

３
�
の
場
所
に
郵
送
又
は
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
。
な
お
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
書
留

郵
便
と
し
、
上
記
の
期
限
内
に
必
着
の
こ
と
。

�
入
札
の
無
効

次
に
掲
げ
る
入
札
書
は
、
無
効
と
す
る
。

ア
こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
提
出
し
た
入
札
書

イ
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
提
出
し
た
入
札
書

ウ
財
務
規
則
第
９７
条
の
規
定
に
該
当
す
る
入
札
書

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要
�
落
札
者
の
決
定
方
法

こ
の
公
告
に
示
し
た
賃
貸
借
を
履
行
で
き
る
と
発
注
者
が
判
断
し
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、

財
務
規
則
第
９４
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の

価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
も
の
を
落
札
者
と
す
る
。

�
そ
の
他
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
四
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
賃

貸
借
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課
調
度
第

二
係
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３

丁
目
１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１９
年
６
月
２９
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
電
子
計
算
機
株
式
会
社
東
京
都
千

代
田
区
丸
の
内
３
丁
目
４
番
１
号

５
落
札
金
額

７５３
，３７９
，２００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
１９
年
５
月
１８
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十

五
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

指
令
飯
整
第
一
八
〇
〇
五
〇
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
八
月
二
十
九
日

飯
整
第
一
九
〇
〇
二
〇
号

－１８－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長

須

加

和

隆

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
決
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

大

塚

哲

史

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

利
根
川
自
転
車
道
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
八
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
道
路
の
部
分
を
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
に
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

大

塚

哲

史

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
越
生
町
大
字
大
谷
字
房
ノ
前
七
六

五
番
五

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

鶴
ヶ
島
市
富
士
見
四
丁
目
二
四
番
三
七
号

ハ
イ
ツ
丸
川
三
〇
三

大
迫

寛
英

指
定
番
号

指

定

年

月

日

指

定

し

た

道

路

の

位

置

道
路
の
幅
員

（
単
位
メ
ー
ト
ル
）

道
路
の
延
長

（
単
位
メ
ー
ト
ル
）

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

第

六

号

平
成
十
九
年

八
月
九
日

秩
父
郡
小
鹿
野
町
下
小
鹿
野
字
高
田
三
五
九
四
番

一

六
・
〇
五

一
三
・
六
四

秩
父
郡
小
鹿
野
町
飯
田
二
六
七
四
番
地

株
式
会
社

い
の
う
え
工
務
店

代
表
取
締
役

井
上

敏

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

熊
谷
市
妻
沼
字
若
宮
前
二
五
八
六
番
五
四
地
先
か
ら
同
市
間
々
田
字
天
神
六
五
二

番
一
地
先
ま
で

五
・
〇
〇
〜

六
・
〇
〇

三
、
四
四
〇
・
〇
〇

自
転
車
歩
行
者
道
整
備
事
業
に
よ
る
。

－１９－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

大

塚

哲

史

埼
玉
県
公
安
委
員
会
告
示
第
３６９
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５
年
法
律
第
１０５
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
５１
条
の
１３
第
１
項
第
１

号
イ
に
規
定
す
る
放
置
車
両
の
確
認
等
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
す
る
講
習
（
以
下
「
駐
車

監
視
員
資
格
者
講
習
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
公
示
す
る
。

平
成
１９
年
８
月
３１
日

埼
玉
県
公
安
委
員
会
委
員
長
由
木
義
文

１
講
習
の
期
日

�
第
１
回

講
習
１
日
目
平
成
１９
年
１１
月
１
日（
木
）午
前
９
時
３０
分
か
ら
午
後
５
時
５０
分
ま
で
の
間

講
習
２
日
目
平
成
１９
年
１１
月
２
日（
金
）午
前
９
時
３０
分
か
ら
午
後
５
時
５０
分
ま
で
の
間

修
了
考
査

平
成
１９
年
１１
月
９
日（
金
）午
前
９
時
３０
分
か
ら
午
後
２
時
００
分
ま
で
の
間

�
第
２
回

講
習
１
日
目
平
成
１９
年
１１
月
２１
日（
水
）午
前
９
時
３０
分
か
ら
午
後
５
時
５０
分
ま
で
の
間

講
習
２
日
目
平
成
１９
年
１１
月
２２
日（
木
）午
前
９
時
３０
分
か
ら
午
後
５
時
５０
分
ま
で
の
間

修
了
考
査

平
成
１９
年
１１
月
２９
日（
木
）午
前
９
時
３０
分
か
ら
午
後
２
時
００
分
ま
で
の
間

２
講
習
の
場
所

埼
玉
県
北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
針
内
宿
１６００

番
地

埼
玉
県
県
民
活
動
総
合
セ
ン
タ
ー

第
１
回
３０７
セ
ミ
ナ
ー
室
（
講
習
）
及
び
セ
ミ
ナ
ー
ホ
ー
ル
２
（
修
了
考
査
）

第
２
回
３０７
セ
ミ
ナ
ー
室
（
講
習
）
及
び
セ
ミ
ナ
ー
ホ
ー
ル
１
（
修
了
考
査
）

３
受
講
者
予
定
数

第
１
回
１２０
人
、
第
２
回
１２０
人
（
各
回
と
も
申
込
受
付
順
）

４
講
習
の
概
容

�
放
置
車
両
の
確
認
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
つ
い
て
１
日
７
時
間
の
講
習
を
２
日
間
行

う
。

�
修
了
考
査
は
正
誤
式
５０
問
で
、
合
格
基
準
は
正
答
率
９０
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

利
根
川
自
転
車
道
線

熊
谷
市
妻
沼
字
若
宮
前
二
五
八
六
番
五
四
地
先
か
ら
同
市
間
々
田
字
天

神
六
五
二
番
一
地
先
ま
で

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

延
長
三
、
四
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
。

路

線

名

指

定

す

る

道

路

の

部

分

指

定

の

期

日

備

考

利
根
川
自
転
車
道
線

熊
谷
市
妻
沼
字
若
宮
前
二
五
八
六
番
五
四
地
先
か
ら
同
市
間
々
田
字
天

神
六
五
二
番
一
地
先
ま
で

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

た
だ
し
、
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。

－２０－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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�
講
習
課
程
を
修
了
（
修
了
考
査
に
合
格
）
し
た
者
に
は
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了

証
明
書
を
交
付
す
る
。

５
申
込
方
法

次
に
よ
り
、
申
込
み
の
予
約
を
行
っ
た
後
に
本
申
込
み
を
行
う
こ
と
。

�
申
込
み
の
予
約

ア
予
約
方
法

官
製
往
復
は
が
き
に
必
要
事
項
を
記
載
し
、
郵
送
す
る
こ
と
。

イ
予
約
受
付
期
間

平
成
１９
年
９
月
１
日
（
土
）
か
ら
９
月
６
日
（
木
）
ま
で
の
間
（
期
間
内
消
印
有
効
）

ウ
あ
て
先

〒
３３１

―００６５
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
西
区
大
字
二
ツ
宮
８８３
番
地

埼
玉
県
警
察
本
部
交
通
部
駐
車
対
策
課

エ
往
信
は
が
き
の
記
載
事
項

裏
に
講
習
名
「
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
」、
希
望
す
る
講
習
の
回
（
第
１
希
望
及
び

第
２
希
望
）、
住
所
、
氏
名
及
び
電
話
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
。

な
お
、
第
２
希
望
が
な
い
場
合
は
、
第
２
希
望
の
記
載
を
要
し
な
い
。

オ
復
信
は
が
き
の
記
載
事
項

表
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
、
裏
は
記
載
し
な
い
こ
と
。

カ
予
約
受
付
の
通
知

予
約
が
受
け
付
け
ら
れ
た
旨
又
は
受
け
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
旨
を
復
信
は
が
き
で
通
知

す
る
。
（
予
約
受
付
期
間
中
で
あ
っ
て
も
申
込
受
付
順
で
あ
る
こ
と
か
ら
予
定
人
員
に
な
り
次

第
締
め
切
る
も
の
と
す
る
。）

�
本
申
込
み

ア
本
申
込
受
付
期
間

平
成
１９
年
９
月
１０
日
（
月
）
か
ら
９
月
２１
日
（
金
）
ま
で
（
９
月
１５
日
（
土
）
か
ら
９

月
１７
日
（
月
）
ま
で
の
３
日
間
を
除
く
。）
の
午
前
８
時
３０
分
か
ら
午
後
５
時
３０
分
ま
で

の
間
（
午
後
零
時
か
ら
午
後
１
時
ま
で
の
間
を
除
く
。）

イ
本
申
込
受
付
場
所

埼
玉
県
内
の
各
警
察
署
交
通
課
窓
口

ウ
必
要
書
類
等

次
の
書
類
等
を
、
原
則
と
し
て
受
講
者
本
人
が
持
参
し
、
窓
口
に
提
出
す
る
こ
と
。

�
予
約
受
付
の
通
知
は
が
き

�
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書
（
埼
玉
県
内
の
各
警
察
署
交
通
課
窓
口
で
配

布
）

�
本
申
込
み
前
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
、
縦
３
．０

㎝
・
横
２
．４
㎝
の
写
真
１
枚
（
裏
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
）

�
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
手
数
料
１９
，０００
円
（
埼
玉
県
証
紙
を
講
習
手
数
料
等
納
付

書
に
ち
ょ
う
付
し
て
納
入
）

�
印
鑑

６
注
意
事
項

�
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
る
に
は
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
課
程
を
修
了

（
修
了
考
査
に
合
格
）
し
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
上
、
駐

車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
申
請
す
る
手
続
（
手
数
料
９
，９００
円
）
が
必
要
と
な
る
が
、

欠
格
事
由
（
法
第
５１
条
の
１３
第
１
項
第
２
号
）
に
該
当
し
て
い
れ
ば
、
駐
車
監
視
員
資
格
者

証
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
お
、
欠
格
事
由
に
つ
い
て
は
、
法
を
確
認
す
る
か
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込

書
の
裏
面
を
参
照
す
る
こ
と
。

�
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
受
講
に
つ
い
て
の
年
齢
制
限
は
な
い
が
、
埼
玉
県
内
で
駐
車

監
視
員
と
し
て
街
頭
活
動
す
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
６５
歳
以
下
と
い
う
年
齢
制
限
が
あ
る

の
で
注
意
す
る
こ
と
。

７
照
会
先

埼
玉
県
警
察
本
部
交
通
部
駐
車
対
策
課
放
置
駐
車
対
策
セ
ン
タ
ー

電
話
０４８
（
６２２
）
７３９９

（
直
通
）

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

	

篠

包

－２１－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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（
平
成
１９
年
７
月
１
日
〜
７
月
３１
日
受
理
分
。
記
載
順
序
は
五
十
音
順
。）

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年

月

日

新
し
い
政
治
と
経
済
を
考
え
る
会

野

中

厚

小

川

明

彦

加
須
市
大
越
二
一
九
四

平
成
十
九
年

七
月
二
十
五
日

桶

川

市

を

ま

も

る

会

斉

藤

久

男

島

真
由
美

桶
川
市
川
田
谷
七
三
三
七
―
一

平
成
十
九
年

七
月

五
日

柿

沼

重

男

後

援

会

柿

沼

武

治

柿

沼

美
代
子

北
埼
玉
郡
北
川
辺
町
柳
生
二
三
八
四

平
成
十
九
年

七
月

十
七
日

坂

本

よ

し

江

後

援

会

遠

藤

基

一

坂

本

正

博

北
葛
飾
郡
杉
戸
町
並
塚
二
〇
八

平
成
十
九
年

七
月

九
日

鈴

木

重

次

後

援

会

鈴

木

重

次

鈴

木

光

伸

比
企
郡
小
川
町
腰
越
二
九
二
―
七

平
成
十
九
年

七
月

十
日

須

永

よ

し

の

ぶ

後

援

会

須

永

宣

延

神

田

勇

熊
谷
市
善
ケ
島
一
七
五

平
成
十
九
年

七
月

十
一
日

坪

田

み

つ

は

る

後

援

会

坪

田

光

治

坪

田

光

治

杉
戸
町
杉
戸
七
―
五
―
一
七

平
成
十
九
年

七
月

十
三
日

長

島

く

に

お

後

援

会

内

田

博

鯨

井

利

之

比
企
郡
嵐
山
町
鎌
形
一
二
二
九

平
成
十
九
年

七
月
二
十
四
日

根

岸

武

後

援

会

小

倉

康

男

関

原

功

北
埼
玉
郡
北
川
辺
町
柏
戸
二
二
八
―
三

平
成
十
九
年

七
月
二
十
七
日

根

岸

成

美

後

援

会

高

橋

勇

金

子

二

郎

比
企
郡
小
川
町
腰
越
五
〇
三
―
一

平
成
十
九
年

七
月

二
日

平

政

会

石

井

平

夫

駒

宮

一

雄

�
田
市
高
虫
三
八
五

平
成
十
九
年

七
月

六
日

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

�

篠

包

（
平
成
１９
年
７
月
１
日
〜
７
月
３１
日
受
理
分
。
記
載
順
序
は
五
十
音
順
。）

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

異

動

事

項

新

旧

届

出

年

月

日

秋

本

昌

治

後

援

会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

さ
い
た
ま
市
南
区
辻
四
―
七
―
二
七
秋
本
武
道
館
内
さ
い
た
ま
市
南
区
辻
三
―
二
―
二
六

平
成
十
九
年

七
月

三
十
日

稲
荷
屋
第
二
ビ
ル
四
Ｆ

大

宮

薬

剤

師

連

盟

代

表

者

木

下

裕

子

松

本

政

雄

平
成
十
九
年

七
月

六
日

岡

し

げ

お

会

名

称

岡
し
げ
お
会

岡
し
げ
お
政
治
資
金
団
体

平
成
十
九
年

七
月

十
九
日

荻

野

比

登

美

後

援

会

代

表

者

松

井

貴

子

渡

辺

節

子

平
成
十
九
年

七
月

三
十
日

会

計

責

任

者

松

井

貴

子

渡

辺

節

子

同

右

か
え
よ
う
狭
山
・
み
ん
な
の
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

狭
山
市
狭
山
台
一
―
一
八
―
三

狭
山
市
柏
原
二
九
三
八
―
二
四

平
成
十
九
年

七
月
二
十
五
日

河

井

美

久

後

援

会

代

表

者

君

村

和

江

�

野

枝

光

平
成
十
九
年

七
月

四
日

埼
玉
を
日
本
一
に
す
る
県
民
の
会

名

称

埼
玉
を
日
本
一
に
す
る
県
民
の
会

し
が
ら
み
一
掃
、
埼
玉
か
ら
新
生
日
本
を
つ
く
る
会

平
成
十
九
年

七
月

十
日

代

表

者

川

本

宜

彦

淺

野

克

彦

同

右

－２２－
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埼

玉

県

市

議

団

協

議

会

代

表

者

立

石

泰

広

近

藤

豊

平
成
十
九
年

七
月

十
一
日

会

計

責

任

者

篠

田

文

男

岩

沢

勝

徳

同

右

埼
玉
県
商
工
政
治
連
盟
三
郷
支
部

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
郷
市
鷹
野
五
―
二
四
八

三
郷
市
鷹
野
五
―
二
六
七
―
一

平
成
十
九
年

七
月

十
二
日

埼

玉

政

経

工

学

研

究

所

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

さ
い
た
ま
市
南
区
辻
四
―
七
―
二
七
秋
本
武
道
館
内

さ
い
た
ま
市
南
区
辻
三
―
二
―
二
六
稲
荷
屋
第
二
ビ
ル

平
成
十
九
年

七
月

三
十
日

高
木
ま
り
「
さ
い
た
ま
」
変
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
三
―
六
〇
二
―
一
〇
二

さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
―
一
六
―
一
九

平
成
十
九
年

七
月

三
日

千

野

寿

政

を

応

援

す

る

会

代

表

者

島

田

義

雄

飯

野

一

男

平
成
十
九
年

七
月

二
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

比
企
郡
小
川
町
伊
勢
根
一
九
五
―
二

比
企
郡
小
川
町
伊
勢
根
一
九
五

同

右

東
京
電
力
労
働
組
合
政
治
連
盟
埼
玉
県
支
部

代

表

者

永

井

啓

介

中

村

繁

司

平
成
十
九
年

七
月
三
十
一
日

会

計

責

任

者

大

谷

誠

一

原

田

勝

美

同

右

二

一

会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
和
田
町
二
―
一
三
四
五
―
一

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
和
田
町
一
―
三
四
七

平
成
十
九
年

七
月
二
十
五
日

廣

栄

ビ

ル

二

Ｆ

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

み

ど

り

代

表

者

柿

�

美
津
子

渡

辺

芙
紗
子

平
成
十
九
年

七
月

四
日

会

計

責

任

者

塚

越

慶

子

國

島

裕

子

同

右

平

岡

利

典

を

応

援

す

る

会

代

表

者

照

屋

功

若

山

智

平
成
十
九
年

七
月

九
日

細

沼

武

彦

後

援

会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
和
田
町
二
―
一
三
四
五
―
一

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
和
田
町
一
―
三
四
七

平
成
十
九
年

七
月
二
十
五
日

廣

栄

ビ

ル

二

Ｆ

み

ず

き

の

会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

さ
い
た
ま
市
南
区
辻
四
―
七
―
二
七
秋
本
武
道
館
内

さ
い
た
ま
市
南
区
辻
三
―
二
―
二
六

平
成
十
九
年

七
月

三
十
日

稲
荷
屋
第
二
ビ
ル
四
階

や

な

ぎ

の

森

会

名

称

や
な
ぎ
の
森
会

森
し
ん
い
ち
後
援
会

平
成
十
九
年

七
月
二
十
三
日

代

表

者

栗

原

仙

三

大

森

靖

弘

同

右

会

計

責

任

者

大

塚

正

信

浜

口

義

人

同

右

若

翔

会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

上
尾
市
仲
町
一
―
四
―
一
六

上
尾
市
宮
本
町
五
―
一
八
三
協
堂
ビ
ル
三
Ｆ

平
成
十
九
年

七
月

二
十
日

若
松
か
ね
し
げ
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

上
尾
市
仲
町
一
―
四
―
一
六

上
尾
市
宮
本
町
五
―
一
八
三
協
堂
ビ
ル
三
Ｆ

平
成
十
九
年

七
月

二
十
日

蕨

の

未

来

を

考

え

る

会

会

計

責

任

者

榎

本

和

孝

関

宏

樹

平
成
十
九
年

七
月
二
十
四
日

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

別
記
一
の
政
治
団
体
及
び
同
条
第
二
項
の
適
用
団
体
で
あ
る
別
記
二
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

な
お
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
書
の
提
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
別
記
三
の
と
お
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す

る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

�

篠

包

－２３－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



別
記
一
（
平
成
１９
年
７
月
１
日
〜
７
月
３１
日
受
理
分
。
記
載
順
序
は
五
十
音
順
。）

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

解

散

年

月

日

届

出

年

月

日

岩

崎

て

つ

や

励

ま

す

会

平
成
十
九
年

六
月
二
十
九
日

平
成
十
九
年

七
月

四
日

加

藤

孝

志

後

援

会

平
成
十
九
年

六
月

三
十
日

平
成
十
九
年

七
月

五
日

志

政

会

平
成
十
九
年

六
月

三
十
日

平
成
十
九
年

七
月

五
日

別
記
二
（
平
成
１９
年
７
月
１
日
〜
７
月
３１
日
受
理
分
。
記
載
順
序
は
五
十
音
順
。）

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

解

散

年

月

日

届

出

年

月

日

坂

本

よ

し

江

後

援

会

平
成
十
九
年

七
月

九
日

平
成
十
九
年

七
月

九
日

嶋

野

憲

治

後

援

会

平
成
十
九
年

七
月

五
日

平
成
十
九
年

七
月

五
日

鈴

木

重

次

後

援

会

平
成
十
九
年

七
月

十
日

平
成
十
九
年

七
月

十
日

坪

田

光

治

後

援

会

平
成
十
九
年

七
月

十
三
日

平
成
十
九
年

七
月

十
三
日

別
記
三
政
治
団
体
の
名
称

岩
崎
て
つ
や
励
ま
す
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

岩
崎
哲
也

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

川
越
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
１９
年
７
月
４
日

（
平
成
１８
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

２
，０９５
，５３２
円

ア
前
年
繰
越
額

１
，０９５
，３９５
円

イ
本
年
収
入
額

１
，０００
，１３７
円

�
支
出
総
額

１
，５５１
，５４３
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

１
，０００
，０００
円

イ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

１３７
円

合
計

１
，０００
，１３７
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

岩
崎
哲
也

１
，０００
，０００
円

川
越

市
�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
備
品
・
消
耗
品
費

５７
，７５０
円

イ
政
治
活
動
費

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

４９３
，７９３
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

４９３
，７９３
円

�
寄
附
・
交
付
金

１
，０００
，０００
円

合
計

１
，５５１
，５４３
円

（
平
成
１９
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１
，０４４
，８１９
円

ア
前
年
繰
越
額

５４３
，９８９
円

イ
本
年
収
入
額

５００
，８３０
円

�
支
出
総
額

１
，０４４
，８１９
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

－２４－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



� 収 入 の 内 訳
ア 寄 附
� 寄 附
ａ 個人からの寄附 ５００，０００円

イ その他の収入
１０万円未満の収入 ８３０円

合 計 ５００，８３０円
〔寄附の内訳〕
ア 個人からの寄附

（寄附者の氏名） （金 額） （住 所）
岩 崎 哲 也 ５００，０００円 川 越 市
� 支 出 の 内 訳
ア 政 治 活 動 費
� 機関紙誌の発行その他の事業費 ６４６，７９０円
ａ 機関紙誌の発行事業費 ６４６，７９０円
� 寄附・交付金 ３９８，０２９円

合 計 １，０４４，８１９円

政治団体の名称 加藤孝志後援会

報 告 年 月 日 平成１９年７月５日
（平成１８年分）

１ 収入・支出の総額
� 収 入 総 額 ２４９，９９８円
ア 前 年 繰 越 額 ５９，９９８円
イ 本 年 収 入 額 １９０，０００円
� 支 出 総 額 １６９，２９７円
２ 収入・支出の内訳
� 収 入 の 内 訳
ア 寄 附
� 寄 附
ａ 政治団体からの寄附 １９０，０００円

合 計 １９０，０００円

〔寄附の内訳〕
ア 政治団体からの寄附

（団体の名称） （金 額） （事務所の所在地）
志政会 １９０，０００円 秩 父 市
� 支 出 の 内 訳
ア 政 治 活 動 費
� 組 織 活 動 費 ６１，９７５円
� 機関紙誌の発行その他の事業費 １０，０００円
ａ 機関紙誌の発行事業費 １０，０００円
� その他の経費 ９７，３２２円

合 計 １６９，２９７円
（平成１９年分）

１ 収入・支出の総額
� 収 入 総 額 ８０，７０１円
ア 前 年 繰 越 額 ８０，７０１円
イ 本 年 収 入 額 ０円
� 支 出 総 額 ０円

政治団体の名称 志政会

資金管理団体の届出をした者の氏名 加 藤 孝 志
資金管理団体の届出に係る公職の種類 秩父市議会議員
報 告 年 月 日 平成１９年７月５日

（平成１８年分）
１ 収入・支出の総額
� 収 入 総 額 １９０，０００円
ア 前 年 繰 越 額 １９０，０００円
イ 本 年 収 入 額 ０円
� 支 出 総 額 １９０，０００円
２ 収入・支出の内訳
� 支 出 の 内 訳
ア 寄附・交付金 １９０，０００円
合 計 １９０，０００円

－
２５
－
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（平成１９年分）
１ 収入・支出の総額
� 収 入 総 額 ０円
� 支 出 総 額 ０円

政治団体の名称 坂本よし江後援会

報 告 年 月 日 平成１９年７月９日
（平成１５年分）

１ 収入・支出の総額
� 収 入 総 額 ０円
� 支 出 総 額 ０円

（平成１６年分）
１ 収入・支出の総額
� 収 入 総 額 ０円
� 支 出 総 額 ０円

（平成１７年分）
１ 収入・支出の総額
� 収 入 総 額 ０円
� 支 出 総 額 ０円

（平成１８年分）
１ 収入・支出の総額
� 収 入 総 額 ０円
� 支 出 総 額 ０円

（平成１９年分）
１ 収入・支出の総額
� 収 入 総 額 ０円
� 支 出 総 額 ０円

政治団体の名称 嶋野憲治後援会

報 告 年 月 日 平成１９年７月５日
（平成１７年分）

１ 収入・支出の総額

� 収 入 総 額 ４４４，２２０円
ア 前 年 繰 越 額 ４，２２０円
イ 本 年 収 入 額 ４４０，０００円
� 支 出 総 額 ４３６，０００円
２ 収入・支出の内訳
� 収 入 の 内 訳
ア 個人の負担する党費又は会費 ４４０，０００円

（１００人）
合 計 ４４０，０００円
� 支 出 の 内 訳
ア 政 治 活 動 費
� 機関紙誌の発行その他の事業費 ４３６，０００円
ａ 機関紙誌の発行事業費 ４３６，０００円

合 計 ４３６，０００円
（平成１８年分）

１ 収入・支出の総額
� 収 入 総 額 ４４８，２２０円
ア 前 年 繰 越 額 ８，２２０円
イ 本 年 収 入 額 ４４０，０００円
� 支 出 総 額 ４３５，７００円
２ 収入・支出の内訳
� 収 入 の 内 訳
ア 個人の負担する党費又は会費 ４４０，０００円

（１００人）
合 計 ４４０，０００円
� 支 出 の 内 訳
ア 政 治 活 動 費
� 機関紙誌の発行その他の事業費 ４３５，７００円
ａ 機関紙誌の発行事業費 ４３５，７００円

合 計 ４３５，７００円
（平成１９年分）

１ 収入・支出の総額

－
２６
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� 収 入 総 額 ２３９，５２０円
ア 前 年 繰 越 額 １２，５２０円
イ 本 年 収 入 額 ２２７，０００円
� 支 出 総 額 ２３９，４００円
２ 収入・支出の内訳
� 収 入 の 内 訳
ア 個人の負担する党費又は会費 ２２７，０００円

（１００人）
合 計 ２２７，０００円
� 支 出 の 内 訳
ア 政 治 活 動 費
� 機関紙誌の発行その他の事業費 ２３９，４００円
ａ 機関紙誌の発行事業費 ２３９，４００円

合 計 ２３９，４００円

政治団体の名称 鈴木重次後援会

報 告 年 月 日 平成１９年７月１０日
（平成１５年分）

１ 収入・支出の総額
� 収 入 総 額 ２７，１５０円
ア 前 年 繰 越 額 ２７，１５０円
イ 本 年 収 入 額 ０円
� 支 出 総 額 ２７，１５０円
２ 収入・支出の内訳
� 支 出 の 内 訳
ア 経 常 経 費
� 備品・消耗品費 ２７，１５０円

合 計 ２７，１５０円
（平成１６年分）

１ 収入・支出の総額
� 収 入 総 額 ０円
� 支 出 総 額 ０円

（平成１７年分）
１ 収入・支出の総額
� 収 入 総 額 ０円
� 支 出 総 額 ０円

（平成１８年分）
１ 収入・支出の総額
� 収 入 総 額 ０円
� 支 出 総 額 ０円

（平成１９年分）
１ 収入・支出の総額
� 収 入 総 額 ０円
� 支 出 総 額 ０円

政治団体の名称 坪田光治後援会

報 告 年 月 日 平成１９年７月１３日
（平成１５年分）

１ 収入・支出の総額
� 収 入 総 額 ０円
� 支 出 総 額 ０円

（平成１６年分）
１ 収入・支出の総額
� 収 入 総 額 ０円
� 支 出 総 額 ０円

（平成１７年分）
１ 収入・支出の総額
� 収 入 総 額 ０円
� 支 出 総 額 ０円

（平成１８年分）
１ 収入・支出の総額
� 収 入 総 額 ０円
� 支 出 総 額 ０円

（平成１９年分）

－
２７
－
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
公
職
の
候
補
者
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

�

篠

包

（
平
成
１９
年
７
月
１
日
〜
７
月
３１
日
受
理
分
。
記
載
順
序
は
五
十
音
順
。）

そ
の
他
の
政
治
団
体

届
出
者
の
氏
名
（
代
表
者
の
氏
名
）

公

職

の

種

類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年

月

日

石

井

平

夫

埼
玉
県
議
会
議
員

平
政
会

�
田
市
高
虫
三
八
五

平
成
十
九
年

七
月

六
日

岩

�

宏

埼
玉
県
議
会
議
員

２１
世
紀
の
会

秩
父
郡
小
鹿
野
町
両
神
薄
二
八
八
〇

平
成
十
九
年

七
月

六
日

須

永

宣

延

熊
谷
市
議
会
議
員

須
永
よ
し
の
ぶ
後
援
会

熊
谷
市
善
ケ
島
一
七
五

平
成
十
九
年

七
月

十
一
日

野

中

厚

埼
玉
県
議
会
議
員

新
し
い
政
治
と
経
済
を
考
え
る
会

加
須
市
大
越
二
一
九
四

平
成
十
九
年

七
月
二
十
五
日

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
公
職
の
候
補
者
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

�

篠

包

（
平
成
１９
年
７
月
１
日
〜
７
月
３１
日
受
理
分
。
記
載
順
序
は
五
十
音
順
。）

そ
の
他
の
政
治
団
体

届
出
者
の
氏
名
（
代
表
者
の
氏
名
）

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異

動

事

項

新

旧

届

出

年

月

日

秋

本

昌

治

埼
玉
県
議
会
議
員

埼
玉
政
経
工
学
研
究
所

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

さ
い
た
ま
市
南
区
辻
四
―
七
―
二
七

さ
い
た
ま
市
南
区
辻
三
―
二
―
二
六
平
成
十
九
年

七
月

三
十
日

秋
本
武
道
館
内

稲
荷
屋
第
二
ビ
ル

岡

重

夫

埼
玉
県
議
会
議
員

岡
し
げ
お
会

名
称

岡
し
げ
お
会

岡
し
げ
お
政
治
資
金
団
体

平
成
十
九
年

七
月

十
九
日

高

木

ま

り

さ
い
た
ま
市
議
会
議
員

高
木
ま
り「
さ
い
た
ま
」
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町

さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町

平
成
十
九
年

七
月

三
日

変
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

三
―
六
〇
二
―
一
〇
二

二
―
一
六
―
一
九

細

沼

武

彦

さ
い
た
ま
市
議
会
議
員

二
一
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
和
田
町

さ
い
た
ま
市
見
沼
区

平
成
十
九
年

七
月
二
十
五
日

二
―
一
三
四
五
―
一
廣
栄
ビ
ル
二
Ｆ

大
和
田
町
一
―
三
四
七

若

松

謙

維

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員

若
松
か
ね
し
げ
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

上
尾
市
仲
町
一
―
四
―
一
六

上
尾
市
宮
本
町
五
―
一
八
三

平
成
十
九
年

七
月

二
十
日

協
堂
ビ
ル
三
Ｆ

－２８－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

誤�
正�

�
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�
�
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�
�
�
�

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
公
職
の
候
補
者
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

�

篠

包

（
平
成
１９
年
７
月
１
日
〜
７
月
３１
日
受
理
分
。
記
載
順
序
は
五
十
音
順
。）

そ
の
他
の
政
治
団
体

届
出
者
の
氏
名
（
代
表
者
の
氏
名
）

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

指
定
取
消
年
月
日

届

出

年

月

日

岩

崎

哲

也

川
越
市
議
会
議
員

岩
崎
て
つ
や
励
ま
す
会

平
成
十
九
年

六
月
二
十
九
日

平
成
十
九
年

七
月

四
日

加

藤

孝

志

秩
父
市
議
会
議
員

志
政
会

平
成
十
九
年

六
月

三
十
日

平
成
十
九
年

七
月

五
日

埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
号
（
平
成
十
九
年
六

月
二
十
九
日
第
千
八
百
八
十
八
号
）
中
訂
正

ペ
ー
ジ

表
中

行

八

指
定
年
月
日

後
か
ら
一

誤平
成
十
九
年
五
月
八
日

正平
成
十
九
年
五
月
一
日

埼
玉
県
規
則
第
七
十
一
号
（
平
成
十
九
年
八

月
十
日
第
千
九
百
号
）
中
訂
正

ペ
ー
ジ

段

四

下

附
則
第
一
項
中

誤

様
式
第
一
号
（
二
）

正様
式
第
一
号
（
三
）

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －２９－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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